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制限外牽引許可取扱要領

第１ 目的

この要領は、道路交通法（ 昭和35年法律第105号。以下「 法」 と いう 。 ） 第59条第
２項ただし書に規定する許可（ 以下「 制限外牽引許可」 と いう 。 ） の取扱いについ

て必要な事項を定め、 その適正と 斉一を図るこ と を目的と する。

第２ 制限外牽引許可の申請者

制限外牽引許可の申請者は、当該許可を受けよう と する自動車の運転者と なる。

当該自動車の運転者が複数の場合（ 当該申請に係る運転期間内に運転者が交替する

場合等をいう 。 ） には、 その全員を申請者と し、 申請書の申請者欄に連記するよう

求めるものと する。 こ の場合において、 当該申請書の申請者欄に申請者名を連記で

きないと きは、 別紙に申請者の住所及び氏名並びに申請者の免許の種類及び免許証

番号又は免許情報記録の番号を記載するよう 求めるものと する。

第３ 制限外牽引許可の単位

制限外牽引許可は、原則と して１個の運転行為（ 自動車（ 積載物が車体からはみ

出す場合は、 そのはみ出した積載物の部分を含む） 、 運転経路及び時間がそれぞれ

一つのものをいう 。 ） ごと に行う ものと する。

ただし、 制限外牽引許可の効力は、当該許可を行っ た公安委員会の管轄に限定さ

れ、 他の都道府県公安委員会の管轄区域まで及ばないこ と から 、 制限外牽引許可に

おいては１個の運転行為のう ち、 広島県公安委員会の管轄区域の部分を１個と して

取り 扱う こ と 。

第４ 制限外牽引許可の期間

制限外牽引許可の期間は、原則と して１個の運転行為の開始から終了までに要

する期間と する。

第５ 受理

１ 制限外牽引許可申請の受理

制限外牽引許可に際し、道路交通法施行規則（ 昭和35年総理府令第60号） 第８
条の５第１項に定められた広島県公安委員会への申請書の提出は、当該許可及び

法第59条第３項に定められた許可証の交付が広島県公安委員会事務専決規程（ 平
成22年２月１日本部訓令第１号）において警察署長の専決と なっ ているこ と から 、
当該通行しよう と する場所を管轄する警察署長において受理するものと する。

こ の場合において、 制限外牽引許可申請を受理した警察署長は、当該許可を審

査するため、 運転経路図、牽引状況車両図及び自動車検査証その他の審査に必要



な書類等の提出又は提示を求めるものと する。

２ 電子申請

許可申請のう ち、警察行政手続オンラ イン化システムにより 受理した申請の取

扱いについては、警察行政手続オンラ イン化システムに申請される通行許可手続

の事務処理要領に準じて行う ものと する。

３ 申請の管理

制限外牽引許可申請を受理した時は、別記様式に定める制限外牽引許可管理簿

（ 以下「 管理簿」 と いう 。 ） を作成するものと する。 こ の場合、当該申請に係る

申請者名や連絡先等その内容を所定の欄に記載すると と もに、 その後交付までの

処理てん末が明らかになるよう 管理簿に必要事項を記載して管理するこ と 。

４ 申請不備の補正

確認の結果、申請を受理する警察署長以外の警察署長に申請されているものに

ついては、正しい申請先に申請するよう 教示するものと し、 申請書の記載事項に

不備があると 認めると きは、必要な補正を求めるものと する。

第６ 申請手続の特例

申請者の負担を軽減すると と もに、行政事務の合理化を図るため、 次に掲げる場

合は、前第３ 、 第４及び第５にかかわらず次に定めると おり 取り 扱う ものと する。

１ 同一運転者により 定型的に反復、継続して行われる運転行為を行う 場合

次の要件をすべて満たすものに限り 、包括して１個の運転行為と みなして処理

するものと する。 こ の場合において、 制限外牽引許可の期間は、原則と して１年

以内と する。

（ １ ） 車両が同一であるこ と 。

（ ２ ） 積載物の積載状況がほぼ同一であるなど、 当該車両が交通に与える影響が同

一であるこ と 。

（ ３ ） 運転経路が同一であるこ と 。

２ １個の運転行為が複数の警察署にまたがる場合

制限外牽引許可を受けよう と する１個の運転行為が複数の警察署の管轄にまた

がる場合においても、広島県公安委員会においては１個の許可と なるため、 その

取扱いについては原則と して出発地を管轄する警察署長（ 出発地が他の都道府県

公安委員会管轄区域であるものについては、当該運転行為において最初に広島県

公安委員会管轄区域を通行する場所を管轄する警察署長） が行う ものと し、 当該

許可に係る申請を受理するものと する。

こ の場合、警察署長は、当該申請に関係する場所を管轄する他の警察署長又は

交通部高速道路交通警察隊長に、必要に応じて資料を提供した上、当該許可につ

いて協議、調整するものと する。

３ 複数の都道府県の区域にわたる場合

制限外牽引許可については、前第３に記載のと おり その効力が他の都道府県公

安委員会の管轄区域に及ばないこ と から 、 複数の都道府県の区域にわたる申請に



ついては関係都道府県公安委員会に対する個別の許可申請を要するこ と を教示す

るこ と 。

また、 こ れらについては、 全国的な営業基盤（ 支店、営業所等） を有さない申

請者にと っ ては多大な事務負担と なるこ と から 、 申請に係る相談が持ち込まれた

場合は受付都道府県警察において、関係都道府県の担当警察と 申請や一括交付に

ついて調整するこ と と されており 、 その調整は当県においては交通部交通規制課

において行う ものと するので、 申請者側から相談を受けた場合は交通部交通規制

課に連絡するこ と 。

第７ 審査

１ 審査事項

警察署長は、当該申請に係る許可対象行為について、道路を指定し又は時間を

限っ たこ と により 、 主と して次に掲げる事項を満たすこ と になるかについて審査

するものと する。

（ １ ） 車両の構造に関する事項

当該許可申請に基づく 牽引行為をして運転する場合において、道路交通に関

する法令に違反せず、 かつ制動能力や操作性の低下等に起因する運転上の危険

が生ずるおそれがないこ と

（ ２ ） 道路及び交通の状況に関する事項

運転経路において、 当該許可申請に係る自動車が通行するこ と によっ て通行

道路及び周辺道路の交通流を阻害し、又は他の道路利用者に対して危害を及ぼ

すなど、 道路交通の安全と 円滑に支障を及ぼすおそれがないこ と

（ ３ ） 申請理由

他に方法がなく 、 やむを得ないと 認める理由があるこ と

２ 審査方法

警察署長は、当該許可の審査に際しては、車両の構造及び道路と 交通の状況、

また積載物があると きは積載物及び積載状態並びに道路交通の状況について、図

面、写真その他の資料により 確認する方法により 行う ものと する。

当該方法により 審査するに当たり 、 審査に必要な資料を収集するよう に努める

など、 その審査が実効のあるよう なものと なるよう にするこ と 。 ただし 、 審査に

必要なもの以上を求めるなど、 申請者に負担を強いるこ と のないよう に配意する

こ と 。

第８ 許可

１ 許可番号の採番

制限外牽引許可における許可番号は、年ごと に広島県公安委員会における一連

番号と し、 その管理は交通部交通規制課において行う ものと するので、 制限外牽

引許可をしよう と する時は、 その採番について交通部交通規制課と 調整するもの

と する。



２ 許可の条件

制限外牽引許可に際し、道路における危険を防止し、 その他交通の安全と 円滑

を図り 、 交通に起因する障害を防止するため必要があると きは、所要の条件を付

与するものと する。

３ 公印の押印

制限外牽引許可証には、広島県公安委員会名と と もにその公印を押印して行う

ものと する。

広島県公安委員会の公印押印手続は広島県警察公印規程（ 昭和30年広島県警察
本部訓令第５号） に基づき警察本部において行う こ と と なるため、 警察署長は許

可に係る起案文書の写しと と もに、当該交付しよう と する許可証を交通部交通規

制課に送付し公印の押印を依頼するものと し、 交通部交通規制課において公印押

印手続を行う ものと する。

４ 許可証の交付

法第59条第３項に規定する許可証の交付は、原則と して当該申請を受理した警
察署長において行う ものと する。

第９ 関係機関等と の調整

１ 道路管理者と の連携

警察署長は、制限外牽引許可しよう と する行為が道路法（ 昭和27年法律第180
号） 第47条の２第１項の規定による車両の通行の許可又は道路法第47条の10第３
項に規定する車両の通行可能経路に係る回答を必要と する場合は、当該許可等を

行う 道路管理者と の連携を図るよう に努めるこ と 。

２ 合同会議の開催等

警察署長は、通行止め等の交通規制を必要と するものの制限外牽引許可に当た

っ ては、 事前に警察、運輸、道路管理者の関係行政機関、運輸事業者等による合

同会議を開催するなど、運転経路の円滑、運搬中の交通事故防止等について必要

な申合せを行う よう に努めるこ と 。

第10 留意事項
１ ポールトレーラ構造の牽引行為の取扱いについて

制限外牽引と なるもののう ち、 牽引する自動車の前端から牽引される車両の後

端までの長さが25メ ートルを超える場合について、 この長さに当該車両に積載さ
れた積載物は含まれないと こ ろ、いわゆるポールトレーラ構造の牽引行為の場合、

その積載物が車体の一部を構成するこ と と なるが、当該積載物は法上の積載物で

あっ て車両ではないため、 車両の後端までの長さには含まれないこ と に留意する

こ と 。

２ 許可申請書の紛失・ 誤交付事案防止の徹底

許可申請書の紛失及び誤交付事案の発生は、警察の情報管理に対する信用を失

墜するばかり か、個人情報流失による二次被害発生の可能性があるこ と から 、 こ



の種の事案防止の徹底を図るこ と 。

第11 文書の保存
制限外牽引許可申請書及び管理簿の保存期間は、 ３年と する。
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